
新型コロナウイルス感染症対策に関する支援等

労働者に休業してもらった事業者の方へ

　労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、
労働者の雇用維持を図った際に休業手当等の一部を助成する
「雇用調整助成金」が、オンラインで申請できるようになりま
した。
申請対象期間　令和 3年 4月 30日まで
申請方法　以下のＵＲＬまたは右のＱＲコード
　　　　　から申請▶
【ＵＲＬ】https://kochokin.hellowork.mhlw.
go.jp/prweb/shinsei/
※記入方法などが以下のマニュアルにまとめられています。
【ＵＲＬ】https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/
000631526.pdf
問合先  ハローワーク泉大津☎0725（32）5181

雇用調整助成金がオンラインで申請できます

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

対象　①感染経路が業務によることが明らかな場合
　　　②感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務 
　　　に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
  　　 ※( 例 1) 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
  　　　※(例 2) 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務　
　　　③医師・看護師や介護の業務に従事される方々につい
　　　ては、 業務外で感染したことが明らかな場合を除き、　
　　　原則として対象
問合先　大阪労働局労災補償課☎06（6949）6507

労災保険給付の対象となります

コロナ対策関連の融資を受けた方へ

　コロナ対策関連の借入を行い、特定の条件に当てはまる事
業者に対し、最長 3年間分の利子相当額を一括で助成します。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象となります。
対象　日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特
別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」または商工中
金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者
等で、特別貸付等借入申込時点の最近１か月等、またはその
翌月もしくはその翌々月の売上高または最近 1 か月から遡っ
た 6 か月間の平均売上高と前 3 年のいずれかの年の同期と比
較して、以下の要件を満たす方
①個人事業主（事業性のあるフリーランス含み、小規模に限
る）：要件なし
②小規模企業者（法人事業者）：売上高▲15％減少
③中小企業者等（上記①②を除く事業者）：売上高▲20％減少
期間　借入後当初 3年間（最長）
補給対象貸付上限額　中小事業・商工中金等：３億円、国民
事業 6,000 万円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額です。
問合先  （独）中小企業基盤整備機構　新型コロナウイルス感
染症特別利子補給制度事務局☎0570（060）515
（受付時間：9：00～17：00）
※申請方法等、詳細はお問い合わせいただくか、
（独）中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください▲

特別利子補給制度（実質無利子）

▲ステッカーサンプル

‐経済支援‐

“感染防止宣言ステッカー” で店舗の安全を宣言！
店舗等の目立つところに掲示することで、安心
して利用できる施設であることをお知らせする
ことができます。
※府のホームページから
　登録できます▶
問合先　感染防止宣言ステッカーコールセン
ター☎06（4397）3268
（受付時間：10：00～17：00）

※掲載情報は、3月２6日時点のものです。最新の情報は、お問い合わせください。

　
令和 3年 2月 8日～2月 28 日まで営業時間短縮要請にご協力い
ただいた飲食店等に対し、協力金を支給します。
対象　以下の要件を全て満たす事業者の方
①大阪府域内に要請対象施設（店舗）を有する
②夜 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業を行っていた店
舗において、令和 3 年 2 月 8 日～2 月 28 日までの期間、朝 5
時から夜 20 時までの間に営業時間を短縮する（休業も含む）と
ともに、酒類の提供は 11時から 19時までとした
③令和 3 年 2 月 8 日までに感染拡大予防ガイドラインを遵守し、
感染防止宣言ステッカーを導入していた
④申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業等に必要な
許認可を取得していた
⑤令和3年2月28日以前に開業または設立していること。また、
申請する店舗において令和 3 年 2 月 28 日以前に営業を開始して
おり、営業実態があること。
申請期間　令和 3年 4月 19日まで（郵送の場合、当日消印有効）
支給額　1店舗あたり 126万円（6万円×21日）

申請方法　オンライン申請または必要書類を郵送
※短縮要請期間中に開店または閉店した店舗は、
支給額等が変わります。
詳しくは、府ホームページをご覧ください▶
問合先　大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター
　　　　☎06（6210）9525
　　　　（受付時間：9：00～19:00 ／日曜・祝日を除く）

大阪府営業時間短縮協力金について（第２期）

新型コロナウイルス感染症
再拡大防止のための日常生活のあり方

新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください！

　新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために必要とかたり、金
銭や個人情報をだましとろうとする電話に関する相談が寄せられています。
　市区町村等が、ワクチン接種のために金銭や個人情報を電話・メールで求
めることはありません。困ったときは一人で悩まず、「国民生活センター 新
型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン☎0120（797）188」等にご相談
ください。※新型コロナワクチン接種に関する情報は、「首相官邸」及び　「厚
生労働省」ウェブページをご覧ください。

▲首相官邸HP ▲厚生労働省HP

※

ポイントをおさえた会食

ポイントをおさえた生活

人数が増えるほどリスクが
高まります。できるだけ、家
族のみか、4人までにしてく
ださい。

換気が良く、座席間の距
離も十分で、適切な大きさ
のアクリル板も設置され
た混雑していない店を選
択してください。

食事は短時間で、深酒をせず、
大声を出さず、会話の時はマ
スクを着用してください。

外出はすいた時間と場所を
選んでください。特に平日・
休日ともに混雑した場所で
の食事は控えてください。

歓送迎会、卒業旅行、謝恩
会は控えてください。
花見は宴会なしでお願いし
ます。

仕事は組織トップが決意を
示し、リモートワークを推進
してください。

※新型コロナウイルス感染症対策推進室（内閣官房）ホームページより
大阪府営業時間短縮協力金について（第２期）
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